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国際的人民投票制度の展開

一クック諸島の事例を中心として一

家 正　　治

I　は　じ　め　に

皿　第二次大戦前の先例

皿　第二次大戦後の先例

　　信託統治地域の場合

　　非自治地域の場合

IV　お　わ　り　に

I　は　じ　め　に

　独立した17の新興国が国連加盟を認められた1960年はrアフリカの年」と

いわれ，国連内のA・A諸国の比重は著しく増大した。同年末に，この勢に

乗ってr植民地独立付与宣言」が総会で反対なく可決された。それによれば，

rすべての人民は自決の権利をもち，この権利によって，その政治的地位を

自由に決定し，その経済的，社会的および文化的向上を自由に追求する」と

し，また「信託統治地域および非自治地域，または，まだ独立を達成してい

たい他のすべての地域において，これらの地域の住民が完全な独立と自由を

享受しうるようにするため，なんらの条件または留保もつけず，その自由に

表明する意志および希望に従い，人徳，信仰または皮膚の色による差別たく，

すべての権力をかれらに委譲するため，早急た措置が講ぜられなければなら

ない」と宣言している（著者傍点）。

　しかし問題は，この「宣言」が単に採択されるに留まるだけでなく，如何

にしてこれが履行されるかということにある。翌年この「宣言」の履行を確

　　　　　　　　　　　　　　　（33）



促する目的のために，「宣言の適用を審査し，宣言の実施の度合と範囲に関し

て発議し，勧告するための」の特別委員会が設置された。この「特別委員会」

は以前に。総会の下に設置された植民地問題を扱かう種々の委員会の機能を吸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
収し，現在総会の下にある植民地問題に関する中心的な機関とたっている。

この委員会は，植民地独立付与宣言を実施するために，すべての植民地保有

国に対して，統治状況についての質問個条書を発送したり，現地視察や請願

受理のようだ権限を行使しはじめ，信託総治理事会とあまり異ならたい活動

　　　　　　　　　　　　（2）
をきわめて活発に行っている。また12年以上にわたって争われていた西イリ

アンの帰属問題が，1962年事務総長の斡旋により解決され，国連自身が同年

10月1日より1963年5月1日までの間，行政権を行使するという新しい任務

をもつにいたった。

　このように国連の植民地問題に対する積極的た活動は，第二次大戦以前の

連盟時代においては，まったく考えられなかったことであり，現在では植民

地はもはや搾取のための単たる客体とは考えられなくなっている証拠である。

　現在上述の特別委員会を中心に，植民地に対する国際監督は強化されてき

ているが，植民地独立付与宣言が述べるごとくどのような方式で植民地人民

が，「その政治的地位を自由に決定し」，また「その自由に表明する意志および

希望」を国連は確認しているかは一つの問題であろう。本稿は，国際的人民

投票の方式は，民族自決のための一つのテクニックとして，歴史的にどのよ

うに位置付けらるべきか，また国連によるその監督はどの程度のものであっ

たかを，クック諸島における事例を中心として考察するのが本稿の目的であ

る。なを個々の国際的人民投票の展開における諸問題については稿を改める

こととする。

（1）　The　Unitod　N副tiom　And　D㏄oloni珊tion，U皿ited　Nation冨，Now　York，1965，pp・5－6・

（2）A15238，Report　of　thE　Sp6ci邑1CommittEe　On　The　Situati㎝With　Rogard　To　Tho

I㎜plome11tatio日。f　the　D601πatio11oI1t1記G訟nting　of　Independ6noo　to　Colonial　Countri閉

A皿d　Pooplo畠Unitod　N帥io皿畠，1962，pp．4142・

　　　　　　　　　　　　　　（34）



皿　第二次大戦前の先例

　人民投票とは，「国民主義の論理的帰結として，ひろく国民が国家意思の決

　　　　　　　　　　（3）
定に直接参加する制度」であると定義される。英語ではP1ebisciteおよび

R曲rendumの用語がこれに相当し，通常領土の変更，指導者の決定など特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
殊なばあいをとくにPlebisciteといって，Reた・㎝dumと区別する。両者は，

憲法上でに黒とたった意味をもつが，国際法上ではほとんど同義語として考
　（5）
えることができる。

　すべての民族は，自己の政治的運命を自ら決定する権利を有すべきである

という民族自決権の思想は，フランス革命の産物であって，この思想にもと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
ずく政治的テクニックとして，以後しばしば人民投票が行われた。この人民

投票は，領土の併合変更などにかんして国民あるいは住民の投票によって帰

属を決定する場合だけでなく，新しい支配者が権力の正統性を獲得するため

に，例えばナポレオン，ナポレオン三世，ヒットラー百こよってしばしば使用
　　（7）
された。

（3）政治学事典（平凡社）1215頁，なをA’O，4∫351．眺bi肥it齪肌1d　Si口㏄1920Und・・th・

　Con舳。l　Or　Su一］o町i量ion　of　I口t6m邊tio口目10㎎aIlミ胴tion5，U皿ited　Natio口s，1957。によれば，次の

　ように人民投票（Pl・bi・・it・）を定義している。lp・3）・

　r重要な公の問題に関する国家のすべての選挙人の直接投票」

　「拘束力あろうとなかろうと社会の意見の公の表見」

　r人民の意志に関する投票手段による人民の協議」

（4）Ibid・，691頁

（5）M肌㏄l　Mωe，Le；Plξbi昌。it田Organi畠‘旦P舳L凹N目tions　Unio鶉，A㎜u目i祀Fmmai冨DE

　Droit　I衙temational，1961，p．4251Gemvi圭鴨Vi胆制，REwe　Gさnξr目1e　DE　Droit　Intermtio平1

　Publio，No．2．1963，pp．307＿309．

（6）　Sa胞h“「amb副ugh，La　P胞tigue　De昌Pl‘bi畠。ito呈I皿temation邑u玉，Recu6il　Des　Cour；，1927

　III，pp．157＿166．

（フ）ナチスによるプレビシット（政治学事典，1216頁）

　1933．1I．12一一国際連盟脱退に対する国民投票　　　賛成　93．4％

　1934．8－19一総統就任に対する国民投票　　　　　賛成　88，1％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　反対　9．晩
　1936・3・29一ライン左岸再武装後に行われた改選　得票　98．8％

　1938・4・10一独換合併に対する国民投票　　　　賛成99．0％

（35）



　ここで注目しなければならないこととして，「国内的」人民投票と「国際的」

人民投票の区別であ孔国内的人民投票として，例えばスイスのCantOnsに

見られる如く，国内立法に関する通常の憲法上の手続である選挙民の直接投

票が上げられる。また1946年10月13日フランスで行われた人民投票によって。

第四共和国憲法が認められたように，新しい憲法制定あるいは憲法の改正の

場合に行われる場合もそうであ飢また人民投票を組織する国家に一定の領一

域を併合するため，その地の住民の意志を確認する目的で，国内的性格の人

民投票がしばしば行われた。このようなものとして，フランス革命後の種々

の人民投票，1859年以後行われたイタリア民族統一のための種々の人民投票・

1938年のドイツとオーストリアの連合に関する人民投票が上げられる。また

同じようた国内的人民投票は，二国間の連合の解体あるいは国家からある領一

域の分離の場合に人民の意志を確認するために行われた。例えば1905年のノ

ールウェーとスウユーデンの連合の解体の場合，また1919年のアーラント島・

　　　　　　　　　　　　　　　（8）
での人民投票を上げることができる。

　これに対し本稿の問題にするr国際的」人民投票とは，二国間的性格のも

のであれ，多辺的性格のものであれ，国際的合意を基礎に組織されそして遂．

　　　　　　　　（9）
行きれるものである。

　このようた国際的人民投票には，1918年より1939年までの間，次のようだ＝
　　　　（10）
ものがある。

　・．デンマークあるいはドイツに譲渡されるかに関するシュレスウィッヒ、

　における人民投票（1920）。

　b．ポーランドあるいは東プロシアに譲渡されるかに関するアルレンシュ．

　タインとマリエンヴエルーテルにおける人民投票（1920）。

　o．オーストリアあるいはユーゴスラビアに譲渡されるかに関するクラー・

　ゲンフルトにおける人民投票（1920）。

（8）　A’C・4’351，P．3。

（g）　Ibid．，pp．3＿4．

（1O）Sa胴h　W畠mbaugh，P16biヨ。it閉Si・100The　W・・1d　Wa・，Vol・I，1933，PP・3－45参照。

　　　　　　　　　　　　　　　（36）



　d．ドイツあるいにポーランドに譲渡されるかに関する上シレジアにおけ

　る人民投票（1921）。

　e．ハンガリーあるいはオーストリアに譲渡されるかに関するショプロン

　における人民投票（1921）。

　f・ドイツ．あるいはフランスに譲渡されるか・それとも現状維持かに関す

　るザールにおける人民投票（1935）。

　以上の第一次大戦後から第二次大戦までの国際的人民投票は，国際委員会

の直接の指揮の下に遂行され，また大抵の場合委員会は人民投票の組織およ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
び遂行に責任をもっただけでなく，当該地域の一般施政にも責任をもった。

またこれらの内，国際連盟が直接関与したのは，ザールにおける人民投票の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
みであって，国際組織の登場は拡範囲のものではなかった。

　とにかく戦後の領土変更において多くの人民投票が行われ，また人民投票

方式が民族自決のための一つの方式として考えられていたとしても，注目し

たければならたいことは，それらがすべて，ヨーロッパにおいて適用された

ものにすぎたいのであって，かならずしも植民地人民の自決のための方式と

して考えられてはいたかったということである。しかし第二次大戦後，国連

の監督の下にこの人民投票の方式は，植民地においてしばしば適用されるに

いたるのである。

皿　第二次大戦後の先例

　第二次大戦後も国際的人民投票はしばしば行われた。その一つは1955年ザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
一ルにおいてなされたレフレンダムであった。また国際連合の監督の下に植

民地人民の自決の行使の際に人民投票が使用されるにいたった。しかし植民

地にその方式が導入されたといっても，あらゆる形態の植民地において適用

（11）　A’C・4∫351p・50・

（一2）なを上シレジアの人民投票の場合．主たる同盟および連合国は，ドイツとポーランド間の

人民投票地域の分割に関する連盟理事会の勧告を受け入れることに同意した。

（13）　A’C，4∫351．pp．9一一〇，p．”．p．48．

　　　　　　　　　　　　　　　（37）



されたのではなく，まず行われたのは信託統治地域においてであった。

　1．信託統治地域の場合

　国連憲章は第12軍および第13章において信託統治制度を設けている。しか

し信託統治の終了に関して憲章はふれていない。しかし第76条において信託

統治制度の基本目的の一つとして，「信託統治地域の住民の政治的，経済的，

社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並び

に関係人民が自由に表明する願望に適合するように，且つ，各信託統治協定

の条項が規定するところに従って，自治又は独立に向ってこの住民の漸進的

発達を促進すること」と規定する。また第85条は，「戦略地区として指定され

ないすべての地区に関する信託統治鴇定についての国際連合の任務は，この

協定の条項及びその変更は改正の承認を含めて，総会が行う」と規定する。

　このことから次のことがいえよう。まず信託統治は永続的なものではなく，

その地の人民が自治または独立を達成するまでの一時的なものであるという

ことであ飢第二に・r関係人民が自由に表明する願望に適合する」よう。た形

で，その自治または独立が達成されねばたらたいということである。第三に，

その場合，「各地域及びその人民の特殊事情」に適合するような形でなされね

ばならたいということである。この第76条（b〕の基本目的から，第85条の信託

統治協定の「変更」には，そのr終了」を含むものとして解釈されなければ

たらないといラことにた乱そしてこの場合総会は，信託統治理事会の援助

によって，この任務を遂行するのである。したがって総会は，11〕地域の発展

の程度が信託統治の終了を正当化するものかどうかを評価し，12）その人民に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
彼らの願望を打診するための権限を有するということに狂るのである。

　信託統治制度に置かれた11の地域の内，ニューギニア，ナウル，太平洋諸

島をのぞき，他はすべて自決を行使した。これらの地域人民の自決の行使に

先だって，多くの場合国連は住民の願望を打診した。

（14）Mar㏄1Morle；op・oit・，pp．427－428．

（38）



　（a）英国施政下のトーゴーランドの人民投票

　この人民投票は1956年5月9日に行われた。その質問事項は，「（1〕独立する

黄金海岸との合併を欲するか，あるいは12廣金海岸から分離しその政治的将

来の最終的決定がたされるまで信託統治の継続を欲するか」であった。投票

の結果，前者を選択するもの58％，後者を42％のものが選択した。同年総会

はこの結果を承認し，トーゴーランドが黄金海岸と合併しガーナとして1957
　　　　　　　　　　　　　　（i5）
年に独立することに承認を与えた。

　（b）英国施政下のカメルーンの人民投票

　1959年総会はこの地域の将来を決定するための人民投票を勧告した。北部

と南部の統治方式が異なザ北部は北ナイジェリアの一部として統治されて

いたことから，北部と南部で人民投票が行われることになった。1959年11月

7日まず北部で行われ，その質問事項は，「（1）ナイジェリア連邦が独立したと

き，北部カメルーンはナイジェリアの北部地区の一部となることを欲するか，

または，12〕北部カメルーンの将来を後日決定することを欲するか」というも

のであった。その結果多数は後者を選択した。そこで南北ともにもう一度投

票を1961年2月11日と12日の両日行うことにたり，その結果北部はナイジェ

リアとの統合を，南部はカメルーン共和国との統合を希望していることが判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
明し，第ユ5総会はそれぞれの形での独立を承認した。

（15）　Repertory　of　Unitod　N自tio㎜Praotioe・Supplemo皿t　No・I・vo1・II・叩一95－212；Ropertory

　of　United　Nations　P蝸。ti㏄，Supplome1ユt　No．2，Vo1．．III，pp．217＿222。

　人民投票の結果は次のとおりである。

M邑mpr㎜i0主triot・・・・…

D乱gomb里Di畠tricい．。．“一

Gonja　Di冨triot・“・・・・・・・…

Bu6m∫K胞。hi　D止triot…一

K加ndu　Dム缶iot………

Ho　Di畠trict．“．．．．．．。．．．。．。

　　　U皿io口　　　Se脾胞tioI1

　　・…1フ，780　　　3，429

　　…28．083　　　6．549

　　　3．166　　　2，棚

　　・・28，I78　　　18，η5

・　　・8．581　　17．029

　　　7．217　　　18．98I

　　　　　　　　　　　　　93，095（58％）67，492（42％）

（I6）　Re脾正toryミS1ユpplomo皿t　No．2，vo一、III，p．236＿257；From　Dopenden㏄To　F正餉dom（U．

N。），PP．17－18．

　だを1958年11月7目の人民投票の結剰ま次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　（39）



　（o）西サモアにおける人民投票

一西サモアの独立のための憲法を審議するため制憲議会（COnstitutioml　Con－

ventiOn）が1960年8月16日開かれ，同年10月28日採択された。同年12月18日

総会は西サモアの将来について住民の願望を確認するために，国連の監督の

下に人民投票を行うことを決めれその質問事項は，（1〕1960年10月28日に制

憲議会によって採択された憲法に同意するか，および（2〕1962年I月1日にそ

の憲法を基礎に，西サモアは独立することに同意するか，というものであっ

た。投票は1961年5月9日に行われ，その結果は前者には83％，後者にぼ79

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
免の賛成投票があった。第16総会はこの結果を承認した。

　（d）ルアンダにおけるレフレンダム

　国連監督の下にレフレンダムが1961年9月25日ルアンダで行われた。その

質問事項は，ωルアンダは君主制度を維持することを希望するか，また12〕そ

うとすれば，Kige1i　Vがルアンダの君主に留まることを希望するかというも

のであった。有効投票の80％が双方の間に否定的た解答を与えた。そこで10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）月上旬新しい立法議会（Legislative　Assembly）は，共和制を宣言した。

　以上のようだ人民投票とともに，間接的な人民投票が国連の監督下にたさ

れたいくつかの例がある。1958年4月2用フランス施政下のトーゴーランド
　　　　　　　　　　　　　　　　（19）
で，国連監督の下に総選挙が行われ，1961年9月18日ウルンジで国連監督下

　ナイジェリアとの合併　　　42，棚

　現状維持　　　　　　　　70，546

　また196一年2月11目潟よび12日の人民投票の結果は次のとおりであ乱

　北部カメルーンの人民投票　ナイジェリアとの合併　　　146，296

　　　　　　　　　　　　カメルーン共和国との合併　　97，659

　南部カメルーンの人民投票　ナイジェリアとの合併　　　　97，74I

　　　　　　　　　　　　カメルーン共和国との合併　　233，5ラ1

（1ラ）　Aμ818，Roport　of　the　Tm帥㏄ship　Counoi1，1July1960＿19July，1961，Supploment　N軌4，

　PP，36－37、

　だを37，897人が投票し，投票率は86．晩であった。

　憲法賛成者　　31，426（83％）

　独立賛成者　　29，882（79％）

（18）　A∫5204，R6port　of　tho　Tmst60；hip　CouIloiI，20July196レ20JuIy1962，SupPle血ent　No・

　4，PP・9－10。

　　　　　　　　　　　　　　　（40）



　　　　　　　　　（20）
に立法選挙が行われ，またルアンダで上述のレフレンダムと同時に国連監督

　　　　　　　　　　（21）
下に立法選挙が行われた。

　以上のように国連は人民の願望の確認のために人民投票を監督した。特に

人民投票の場合，その質問事項の設定は大きた意味を持つのであるが，総会

は自らこれを行った。また投票の結果の審査の際に総会の果した役割は重要

であった。例えば英国施政下のトーゴーランドの人民投票の場合，黄金海岸

との合併賛成者は58％，分離が42％で前者がかならずしも圧倒的多数を占め

ていたとはいえなかった。また投票地域の南部地区は，黄金海岸からの分離

　　　　　　　　　　　　　　　　（22）
に賛成するものが多数を占めていた。しかし総会は南部地区と北部地区とを

分けることなく，単一体として自決を行使すべきと考え，総会は黄金海岸と

の合併に承認を与えたのである。また英国施政下のカメルーンで行われた19

61年2月の人民投票の結果では，北部カメルーンではナイジェリア連邦への

統合賛成者が多く，南部カメルーンではカメルーン共和国への統合に賛成す

るものが多かった。総会は北部はナイジェリアと統合し，南部はカメルーン

共和国と統合することを承認した。この場合においては，英国施政下のトー

ゴーランドの人民投票の場合とは逆に，総会は単一体として扱かわず，南部，

北部をそれぞれ別個に判断した。南部と北部を単一体として扱かわれていた

とすれば，投票総数からカメルーン共和同に統合されることにたっていた。

したがって総会の質問事項の作成および投票結果の認定は大きく当該地域住

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
民の運命を左右したということができよう。

　とにかく既に自決を達成した信託統治地域のうち，国連がそれらの自決に

（一9）Fmm眺P㎝d㎝㏄T・F雌dom（皿N・），P－6・投票結果rトーゴー連合委員会」正C・U・T］

　が46議席中29を得た。

（20）Ibid・・p・2i・登録者の？3％が投票を行いr民族統一進歩党」［U・R　R・0・N　A・］が58名，r共

　同戦線」が6名という結果とたった。A’5期，oP・oi仁、P・9・

（21）Ibid．登録者の95．2％が投票し．その結果「ウツ解放運動党」［P．A．R．M．E．H．U．T．U。］

　が35議席．rルアンダ民族連合」【U・X　A・則が7議席、r大衆社会前進連合」［A・P・R・0・S・

　αM．A．］が2議席となった。A∫5204・帆。it’’R9’

（22）注（15）参照。

（23）　GomΨi全vo　Vi卿e5；op．oit．，pp．310＿314、

　　　　　　　　　　　　　　　　（41）



先だち人民の願望を国連監督下の投票を通1二で確認する方式をとらたかった

地域は，独立の目標期日が決められていたソマリーランドは別として，フラ

ンス施政下のカメルーンおよびタンガニーカにすぎなかった。したがって信

託統治地域の場合，自決に先だち国際監督下に人民の願望を協議することは，

その自決の行使の必要条件になっているということができるであろ㌔この

ように第二次大戦前においてはヨーロッパにおいてのみとられていたこの国

際的人民投票のテクニックは，信託統治地域人民に使用されるにいたった。

づいてこの方式は，次節で考察する如く，非自治地域人民の自決に際しても

採用されるにいたるのである。

　2．非自治地域の場合

　憲章第73条（b）は，「各地域及びその人民の特殊事情並びに人民の進歩の異な

る段階に応じて，自治を発達させ，人民の政治的願望に妥当た考慮を払い，

且つ，人民の自由な政治制度の漸進的発達について人民を援助すること」と

規定する。これにより施政国は非自治地域の「自治を発達」させるよう義務

　　　　　　　　　　（2’）
付けられているのであり，またその場合非自治地域人民の「政治的願望に妥

当な考慮が払われなければならたいのである。

　1946年に非自治地域として74の地域が列挙されたのにたいし，1948年には，

その12の地域についての憲章第73条（・）が求める情報は提出されたかった。第

三総会は，非自治地域における自治を歓迎すると同時に，情報提出国で情報

送付の継続を不必要と考えるにいたった当該地域の一切の変更について報告

を受けることは，国連にとって絶対必要であるとの見解を明らかにした。即

ち施政国で非白治地域に形式的た自治を与えて憲章の義務を免れることを防

止しようとしたのである。

（24）サンフランシスコ会議でr自治」はr独立」を排除するものではないと了解されていた。

　R邑1ph　J．BumhE，Tr㎜t㏄ghip　And　Non－So阯GoΨeming　Torri的rioヨIn　Tho　Ch趾tor　of　the　Unitod

　Natio皿日，Tho　Dop耐mnt　of　S帖to　B凹11eti皿！，vo］．XIII，No．340（1945〕，p．1039；Ruth　B，Ru蛆●11，

　＾Hi畠to町。f　iho　Uni蛇d　Nat…om　Ch舳α（1958〕，叩一815一一818．

　　　　　　　　　　　　　　　（42）



　総会は，1950年オランダがインドネシアに関する情報の停止を通告してき

たとき，1954年デンマークがクリーランドに関する情報の停止を通告してき

たとき，1955年オランダがアンチル島およびスリナムに関する情報の停止を

通告してきたとき，1959年アメリカがアラスカおよびハワイに関する情報の

停止を通告してきたとき，施政国のこれらの措置がそれぞれ適当であるか否
　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
かを審議した上でそれらを承認した。

　総会はこのように「自治承認」を与えてきたが，しかし事前に国連は直接

人民投票の方式によって住民の願望を確認したかった。しかし信託統治地域

で採用されたテクニックが，植民地独立付与宣言が採択された後，非自治地

域人民の自決の際に導入されてくるのであ孔

　a．西イリアン（西ニューギニア）の場合

　西イリアンの地域は1828年以来オランダが領有していた。蘭領インド諸島

は非自治地域の一つとして1946年列挙された。インドネシア人民の民族解放

運動によって，1949年インドネシア共和国として独立した。しかし西イリア

ンだけは非自治地域として留まった。

　インドネシアは西イリアンの帰属問題を国連にもち出し，西イリアンはイ

ンドネシアに帰属しオランダの植民地支配から解放されなければならないと

主張した。一方オランダは西ニューギニアのパプア人はインドネシア人では

たく，それ故彼らが準備できたときにその将来を決めるべきであるとした。

双方ともその立場を譲らず，13年間にわたって争われた。1963年11月オラン

ダは西ニューギニア人民の意志は国連監督下に行われる人民投票によって確

認されるべきと提案したに対し，インドネシアはその地域はインドネシアの

一部であるから独立の問題は生じないと考えた。1961年12月酉イリアンでオ

ランダ軍とインドネシア軍の間で武力衝突が発生した。そこで事務総長の斡

旋によって両国間の直接交渉が行われ，ついに1962年8月I5日r西イリアン

　　　　　　　　　　　　（26）
に関する協定」が締結された。インドネシア代表は国連および西イリアンの

（25）　U畠止2s口d，U皿itfd　Na＝jo皿畠A口d　T比No皿・Se1正GovE㎜i皿g　To正rjtorj05．1965，p肌143－172；

山手治之，植民地独立と現代国際法，現代法（12），l17－119頁参駄

　　　　　　　　　　　　　　（43）



事態に関与したものの貢献を称賛し，インドネシアは事務総長およびオラン

ダと協力して同協定の完全た履行を満足のいくようた方法で遂行するとのべ，

　　　　　　　　　　　　　　（27〕
国連加盟諸国はこれを歓迎した。

　この協定によりオランダは，「国連暫定行政府」（UNTEA）に西イリアンの

行政権を移譲することとなった（第2条）。　これにより1962年10月1日オラ

ンダから国連暫定行政府に西イリアンの行政権が移譲された。また協定は，

国連行政官は国連暫定行政府の行政の第一段階終了後はいつでもインドネシ

アに行政権の全部または一部を移譲する裁量を有する（第12条）とし，イン

ドネシアは1963年5月1日から国連暫定行政府より行政権の移譲をうけた。

だを同協定は民族自決の実施はおそくとも1969年末までに完了することとし

（第20条），インドネシアは国連代表およびその職員の援助と参加の下に，西

イリアン人民が（・〕インドネシアにとどまることを希望するか，または（b）イン

ドネシアとの関係を断つことを希望するかのいずれかの点について選択の自

由を行使する措置をとることが規定された（第18条）。西イリアン人民のこ

の人民投票の方式はオランダが固執していたものであって，これによってオ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（28）
ランダは一応大義名分を貫くことができたのである。

　b．クック諸島の場合

　以上の如く西イリアンに関する協定に西イリアンにおける国連監督下の人

民投票についての規定がもりこまれた。しかし現在のところこの人民投票は

たされていないのであって，実際にはτ二めて非自治地域においてなされたの

はクック諸島においてであった。ここにおいて国連はクック諸島人民の選挙

を監督し，また立法議会での憲法草案に関する審議を視察したのであった。

（26）丁止。　Unit6d　Nati㎝s　In　Wo舌t　New　Guin6a：㎞Unpr㏄ed㎝tod　Stym（U・N・），1963，pp・

　≒』6．

（27）　Yo趾boo止。f　tho　Uni比d　Nation；，1963，p．45・

（28）外務省調査月報、VoL　IV，N・．1．1963，82－109頁，同資料によれば，国連の援助と参加

　を得てインドネシアの責任で実施するこの人民投票では，インドネシアとの統合の可否につい

　ての二着択一の制限的民族自決であって，独立の可否は二次的た問題になっていることから，

　公正かつ自由な選択の自由の行使を標携する以上，手続的には片手落ちの面があると指摘され

　ている。

　　　　　　　　　　　　　　　（44）



　なおこの事例の前に国連がサバ（北ボルネオ）およびサラワクの人民の願

望を確認するという事例があった。1963年8月5日インドネシア，マラヤ連

邦およびフイリッピン三国の政府首脳はマレイシア連邦の形成に先だち，サ・

バおよびサラワクのその新国家への合併について，両地域の人民の願望を

r斬新た方法」（仕。sh　apprOach）にとって確認するよう事務総長に要請したα

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
これにより事務総長は9人からたる調査団を両地域に派遣した。調査団は，

r斬新な方法」にはレフレンダムあるいはプレビシットが考えられているも

のではたいとし，当該地域人民の指導者，議員，政党および非政治集団の代．

表また調査団に自己の見解を表明したいと考えるその他の人々と協議するこ

とによって達成できると考えた。そしてこのような方法で協議することによ

って，マレイシア連邦の参加を両地域人民強く支持していると調査団は結論
　（30）
した。しかしこの結論をフイリッピンおよびインドネシアは受け入れたかツ
（31）

た。この場合国連は両地域のすべての人民の願望を打診したものではなかっ。

た。しかしサバおよびサラワクで取られた方式はクック諸島で取られる方式．

にいたる過渡的なものとして考えられよ㌔それではクック諸島ではどのよ

うた手順で行われたのであろうか。国連はまず国連監督下に選挙を行うこと．

を決定し，次いでそれを監督し，更にその結果に承認を与えたのである。

　イ．国連の決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
クック諸島はクック大佐の第二次航海中（1772－75年）に発見されたもので。

南太平洋に位置し二つの郡島からたっている。面積は約241km2で，約221万

500㎞2にわたって散らばっている。人口は1961年の統計では約1万8千人

（2g）　Unitod　Nation昌Revi6w，VoL10－No，8＿9．1963，pp－12＿13ミIntematio皿al　Conoi1i目tion，No．一

　544．1963，pp．12＿13．

（30）　U皿ited　Natio皿畠R冊iow，VoL　IO，No．9．1963，pp．u＿一3一

（31）Gum1抽W・・k・。邑tm・d加によれば，人々は裁判所や植民地統治のための役所に呼び出され．

　マイクロホンの前や軍人の面前で国連の調査団の質問に答えねばたらなかった。通訳者自身も

　しばしば植民地統治のために雇用されたもので，また政治的拘留者はほとんどあるいはまった

　く聴聞されず公正を欠いていたといっている。G．W肥k…tm．dj。，R・wlution　In　Int．m日ti．mk

　Law　And　The　T目昌k　of　the　Jurist（Contrib1ユtion　At　The1964P6king　sympo畠ium〕，pp．24．

（32）松岡静雄，太平洋民族誌，昭和16年，16頁，61頁。

　　　　　　　　　　　　　　　　（45）



　　　　　　　　　　　　　　（33）
で，主に農業にたずさわっている。

　このクック諸島はニュージーランドを施政国として1946年非自治地域の一

つとして列挙された。上述の如くクック諸島は小さたものであるが，1964年

4月15日植民地独立付与宣言履行特別委員会で，ニュージーランド代表は

「この地域は小さいが憲章の規定および植民地独立付与宣言が欠きた地域と

　　　　　　　　　　　　　　（34）
同様に適用されなければたらたい」と述べたのである。まずこの問題は特別

　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
委員会の第血小委員会で扱かわれた。この審議においてニュージーランド代

表は，「クック諸島の人民は現在自治およびニュージーランドとの自由た連合

を望んでいる。」r当該地域はニュージーランドとの連合であろうとあるいは

完全な独立の達成であろうと，自決権を行使できなければたらない。この目

的でその住民は国連の監督の下に自由にその願望を表明できたければならな

　　　　　　　　　（36）
い」と述べたのである。この第I小委員会の報告を基礎にして特別委員会は

審議し，同委員会はニュージーランド代表の声明を歓迎し更に国連監督の下

によく確立された民主的た方法によって当該地域人民の願望を表明されたけ

　　　　　　　　　　　　　　（37）
ればたらないと反対なく決議した。1965年2月18日総会はこの特別委員会の

勧告と，ニュージーランド代表が事務総長に提出した2月2日付の書簡を審

議した。このニュージーランドの書簡は，rクック島の住民の将来の地位の形

態および性質は，4月20日にそこにおいて行われる総選挙での欠きた問題と

なるであろう。その選挙の結果新しい立法議会が5月下句に開かれるであろ

う。立法議会で過去2年間にわたって準備された憲法草案が審議されるであ

ろう。この選挙と立法議会での審議・決定はクック諸島の住民の自決に大き

た意味を持つであろう」と記し，更に同書簡は特別委員会の決議を歓迎した

（33）D帥id　W・Wainhouse，REmn㎜t畠。f　Empi正e，1964，p・llO・

（34）　A∫5800∫Rov・1，1］。363、

（35）1964年3月25日特別委員会は，植民地独立付与宣言が適用さるべき地域の暫定リストの内，

　63年に審議されたかった地域を三つのグルーブに分けそれぞれの小委員会で審議させることに

　した。　Ibid、，pp．18一一一g．

（36）　Ibid。，p．369．

（37）　　Ibid・，pp・367－368．

　　　　　　　　　　　　　　　（46）



　　　（38）
のである。これにより事務総長は，総会が国連によるこの選挙の監督を認め

また事務総長にこれを監督し新しく構成される立法議会の憲法の審議を視察

するための国連代表，視察員および職員を任命する権限を与えるよう提案
（39）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）

し，総会はこれを2月18日承認した。

　選挙での争点とたる憲法草案は，ニュージーランドとのr連合」による自

治を規定するものであったことから，以上の審議の間に次のようだ異議があ

った。例えばインド代表は，「まず独立が与えられねばたらたい。その後他の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
独立国と合併するカ㍉それとも連合するを決定することができる」とのべ，

ポーランド代表はクック諸島を熱帯資源の源としてまた輸出のはけ口とする

　　　　　　　　　　　　　　　　（42）
のがニュージーランドの意図であるとのべ，またソ連はニュージーランドが

植民地独立付与宣言を履行しようというのは単なる見せかけにすぎたいとの

　　　　　（43）
べたのである。

　このように批判もあったが植民地施政国以外の諸国は住民の願望を確認す

ること自体には反対しなかった。例えばテリーは，rこの地域は国連が植民地

人民を解放する試みで当面する新しい形態の問題である。植民地独立付与宣

言の履行はかたらずしも完全な自治を付与することによって達成されるもの

ではなく，独立国との連合あるいは統合によって自治となる。しかしこの種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
の場合，当該地域の人民の明白た願望が反映されなければならない」とのべ，

インドおよびイラクも国連の監督下に人民の願望が確認されたければならた
　　　　　　（45）
いと主張した。更にポーランドも国連の監督の下で人民投票あるいは普通成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46）
人選挙による総選挙がたされるべきと主張した。ソ連は2月16日総会議長に

　（38）　A∫5880（9Fobm砒y1965），p・2・

　（39）　A’5882（9February1965〕・p・2・

　（40）　G・A・R齪。lution2005（XIX〕・

　（41）　A／5800／Ro・・、1，p，370．

　（42）1bid・，P・369・

　（43）Ibi乱，P・364・

　（44）　・Ibid・，P・370・

　（45）Ibid・，PP・369－370・

　（46）Ibid・，P・369・

（47）



書簡を出し，国連の監視団をクック諸島に派遣することに反対した。しかし

クック諸島の住民をまじえてこの問題を総会で充分に審議し，住民の意志が

充分反映できるような条件がそろった後に決められるべきであると主張する
　　　　（47）
のであって，国連監督下の選挙そのものに反対しているのではないδである。

　これに対し，オーストラリア，英国，アメリカおよびフランスの施政国は，

総会が決議を採択した直後，事務総長に書簡をだし，この総会決議は施政国

（ニュージーランド）の意向によって採択されたものであるから反対しない

が，将来このごとが先例となって他の施政国が施政する地域に同じ手続が義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（48）
務ずけられるものではないと留保を付したのである。このように原則として

植民地主義諸国は，国連の監督による選挙そのものに反対したのである。

　口．国連の監督

　事務総長は，クック諸島の総選挙を監督するための国連代表として，Omar

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49）
Abde1Hamid　Adeel（スーダン）を任命した。更に彼を援助するため，事務

総長は6名の事務局員をオブザーバーに任命した。この監視団は，4月8日

クック諸島の首府であるラロトンガに赴き，そこに本部をおいた。クック諸

島は広く散らばっていることから，また航空および海上交通が不便であるこ

とから，すべての島に監視団を派遣することができなかった。それ散人口の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50）
多い4つの島に在留することが決められた。立法議会の議員の選挙は，22名

の議員を選出するため，12の選挙区で66名の候補者の間で争われた。選挙は

1965年4月20日に行われ，投票有権者の94％が投票し22名の議員が選出され
（51）

た。この内20名はニュージーランドとの連合を支持し，憲法草案に賛成する

ものであった。他の2名はニュージーランドヘの完全た統合を支持し草案に

（仰）　A’5885（一6此bm日ry－965），pp．1－2。

（48）　A∫5893（18FEbru趾y　1965）…A∫5894（18Fobm趾y1965〕；A∫5895（18Fob正u趾y1965j；A∫5907

　（9M趾。h1965）．

（49）　U．N．Monthly　Cbmniclo，vo1－I，No．4．1965，pp．33－34．

（50）　A’5962・R6po正t　of　the　United　Nation5R印re昌entative　Fo正The　Supewi冨。n　of　the　E1旧。ti01ユ邑

　In　Tho　Coo止I島Iand昌，pp．9＿I0．

（51）　　Ibid一，pp．27＿30．

　　　　　　　　　　　　　　　（48）



　　　　　　　　　（52）
反対するものであった。

　この間国連代表は次の諸点に留意した。la）選挙の遂行に責任をもつ施政国

カミ公布する選挙規定に従って，行政的および具体的措置がとられているか。

（b）当該地域の役人は公平であるか一〇）クック諸島の人民は，十分その選挙の

意味を了解しているか。たぜたら彼らが選ぶ立法部は，憲法の採択あるいは

否認あるいは地域の将来の地位を決定する権限が与えられているからである。

㈹クック諸島の人民は，投票に先だちまた投票の問完全に自由に彼らの権利

を行使しえたか。（e〕投票用紙の保管に充分注意が払われたか，および（f〕投票

の計算およびその報告が正確になされたかということであった。Adeo1国連

代表は，以上の諸点を満足させ成功をおさめることができたと特別委員会お

　　　　　　　　（53）
よび総会に報告した。

　ハ．結果の認定
　国連代表の報告の下に，植民地独立付与宣言履行特別委員会は，1965年8

月25日より9月1日の間クック諸島の問題を審議した。多くの諸国は選挙を

監督するよう要請したニュージーランドを賞讃し，また選挙の結果に対しA

・A諸国を中心とするほとんどすべての諸国はこれを歓迎した。例えばイノ

ド代表は，r特別委員会はニュージーランドによって払われた誠意に敬意を払

うべきである。あらゆる形態の植民地主義は罪悪であるが，ニュージーラゾ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（54）
ドと他の植民地国とを同等に置くべきではない」とし，イラン代表は，ニュ

ージーランド政府は他の施政国が従うべき重要な先例を作り，クック諸島の

現在の地位は民主的手続を通じて表明された選択の結果であると述べたので
　（55）

ある。またテリー代表は自決の権利を人民が行使する場合，国連代表が参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（56）
することは重要な要素であると強調したのである。

（52）　U・N・MonthIy　Ch正。nioIo　Vo1・II，No・8．1965，P・28；丁止9Unitod　Nation昌And　D㏄o1o皿一

i四atim（U．N．），1965，p。字2．

（53）それぞれの諸点に関する国連代表Add・Iの報告については、A／5962，pp134－53．

（54）　A∫6000∫Add，6，（140ctober1965〕p．31．

（55）Ibid・，PP・4041・

（56）　　Ibid．，p，35．

　　　　　　　　　　　　　　　（49）



　ウルクワイ代表は次の諸点から評価されなければたらたいとした。まず第

一に，クック諸島の場合植民地独立付与宣言の適用は独立を通じてではたく

施政国との連合を通じてであり，このように施政国との連合の場合には自由

な選挙を通じてでなければならない。第二に，人民はその決定の際その意味

を充分理解していなければたらたい。第三に自決の行為は普通選挙を基礎に

した民主的な手続を通じてでたければならない。最後にその地域は完全な独

立を含め，いつでも他の政治的地位を選択しうることに自由でなければたら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（57）
たい。これらの要件はクック諸島の場合すべて履行されたと言ったのである。

特にこの最後の点については諸国は強調した。例えばシリア代表は，クック

諸島の人民がこの選択を行ったことを認めるが，もし将来欲すれば彼らに独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（58）
立する道が開かれていなければたらないと主張した。

　一方社会主義国ポーランドは，r国連代表は公平にその任務を遂行した。こ

れは国連における画期的なことである。たぜたら国連は人民による自治の達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（59）
成に積極的に参加したからであ孔他の施政国もこれに従うべきである」と

言ったに対し，ソ連はその結果にかたらずしも賛同しなかった。ソ連代表に

よれば，アメリカは太平洋諸島の信託統治地域で人民投票を行おうと計画し

ている。それはそれらの地域を本国に併合することを正当化する口実として

つかうためだ。植民地の将来の地位の問題は重要な問題であって，ただ人民

投票あるいは選挙を行うという事実によることはできたい。重要なことは地

域人民がその将来の地位の問題を外部から干渉たく完全に自由に決めえる条

　　　　　　　　　　（60）
件を生み出すことであるとし，単に形式的な手続だけではたく，それを裏ず

ける実質的た内容を強く主張したのである。

　植民地独立付与宣言履行特別委員会は，以上の如き審議の後8月30日A・

A13カ国提案を20対0棄権3で採択し，選挙監督のための国連代表の報告を

（57）Ibid・，PP，33－34．

（58）Ibid・，P．19．

（59）　　Ibid・，P－37．

（60）　Ibid。，p，17．

（50）



テーク・ノートした。この特別委員会の報告を総会は審議して，12月16日総

会は新しい憲法の下にクック諸島の人民は完全な独立の地位に移行する権利

を保留していると留意した。更に総会はクック諸島が完全な国内自治を達成

したから，第73条（・〕の下のクック諸島に関するニュージーランドの情報送付

　　　　　　　　　　　　（61）
は，もはや必要なしと考えた。

1V　お　わ　り　に

　非自治地域制度に関する国連の過去の歴史は，憲章上の欠きた相違にもか

かわらず，如何にして国連の監督機能を信託統治制度の水準に高めるかとい

うことであったと言っても過言ではたい。第一次大戦後戦後処理の問題にし

ばしば使用された人民投票方式は，第二次大戦後信託統治地域の人民が自決

を行使する際に使われた。更に非自治地域の施政の実際に関する監督だげで

たく，それらの自決に際しても信託統治制度で使用されたテクニックが非自

治地域において使用され始めた。しかしクック諸島の場合選挙を国連が監督

　　　　　　　　　　　　（62）
するという間接的た人民投票であって，マリー代表蒲よびユーゴスラヴィア

代表にレフレンダムあるいはプレビシットの方がよりクック諸島人民の意志

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（63）
を明確に確認できたであろうと言わしめている。

　現在では信託統治地域の多くは自決を行使したが，たお宣言履行特別委員

会は1963年に植民地独立付与宣言が妥当する地域として64の地域を上げてい
（64）

る。これらの諸地域が今後自決を行使する際，直接的た人民投票，間接的た

人民投票あるいはその他の方式が取られよう。とにかく原則は地域住民の願

望が最もよく反映される方式が採用されねばならたいということであ乱

（61）　ThE　Unit6d　N乱tioI1目And　D㏄oIo口三zation　DovElopmE11t里I口1965），1966，pp．31＿33一

（62）国民投票は代議制を補足する国民参政の形式として発生したものであるから，議員選挙の

　ために行なわれる投票は，一般に国民投票の概念から除外される〔大石義雄，国民投票，昭和

　32年，19頁〕が植民地人民の自決の際における願望の表示という観点から間接的な人民投票と

　名づけた。

（63）U・N・MonthIy　Chr㎝ick・Vol・II・No・H・コ965・p・84・

（64）　A∫5坐6，Ann跳I、

　　　　　　　　　　　　　　　（51）


